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○米国法人の有する商標につき，取消審判請求の登録前３年以内における通常使用権者
による使用の事実を認定し，同使用の事実を否定して商標を取り消した審決を取り消し
た事例 

（関連条文）商標法５０条  

 

 米国法人が有し，組立式棚等を指定商品とする本件商標について，商標法５０条に基づ

く取消審判が請求された。審決は，本件商標を付した組立式棚を米国から我が国に輸入し

ている日本法人Ｉ社は本件商標の通常使用権者とは認められないとして，取消審判請求の

登録前３年以内における通常使用権者による使用の事実を否定し，本件商標を取り消す旨

の審決をした。本判決は，事実を総合的に認定し，Ｉ社は本件商標の通常使用権者である

と認め，取消審判請求の登録前３年以内における通常使用権者による使用の事実を認定し，

審決を取り消した。  


